
地方独立行政法人大阪産業技術研究所発注工事等に係る暴力団排除等手続要領

に基づく「誓約書」の提出について 

 

 

本法人では大阪府暴力団排除条例に基づき、公共工事等の受注に際し、これまで「誓約

書提出を契約金額５００万円以上の元請負人及び下請負人等（施工体系図に記載されない資

材・原材料等の納入業者を含む。）を対象」として、誓約書の提出を求めていましたが、令

和２年 12 月 25 日から大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団排除に係る

措置に関する規則が施行されたことをうけ、「契約書を作成する契約の元請負人及び全て

の下請負人等（施工体系図に記載されない資材・原材料等の納入業者を除く。ただし、

地方独立行政法人大阪産業技術研究所が提出を求める場合は必要）」に変更されました。 

ついては、本法人においても公共工事等の公金が暴力団等の反社会的勢力の資金源とな

ることのないよう下記のとおり大阪府と同様の取扱いを行うこととしまので、お知らせさ

せていただきます。 

 

記 
 

 

１  対    象       地方独立行政法人大阪産業技術研究所と公共工事等の契約を締結し、

契約書を作成する契約の元請負人及び全ての下請負人等（施工体系図

に記載されない資材・原材料等の納入業者を除く。ただし、地方独立

行政法人大阪産業技術研究所が提出を求める場合は必要） 

 
２ 様 式 別 紙（元請負人用、下請人等用） 

 
 

３ 提出期限    ・元請負人は、契約を締結する前までに、誓約書を提出 

・下請負人等については、当該下請契約等を締結する前に、元請負人を 

 通じて誓約書を提出 

 

４ 施行日    令和４年 ４ 月 １ 日 
 

  

＜担当＞ 

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 

（和泉C） 

 経営企画本部 総務管理部 財務契約グループ 

Tel：0725-51-2503 

（森之宮C） 

 経営企画本部 総務部 

 Tel：06-6963-8004 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34578/00303398/seiyakusyo_motouke_yousiki1-1.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/34578/00303398/seiyakusyo_sitauke_yousiki1-2.pdf


（元請用） 

 

案 件 名：                  

 

誓 約 書 
 

私は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所（以下「研究所」という。）が大阪府暴力団排除条

例の趣旨に則り、地方独立行政法人大阪産業技術研究所発注工事等に係る暴力団排除等手続要領

（以下「要領」という。）に基づき、研究所が発注する工事等（以下「研究所発注工事等」とい

う。）により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約

から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。 

 

記 

 

一 私は、研究所発注工事等を受注するに際して、大阪府暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲

げる者のいずれにも該当しません。 

 

二 私は、研究所から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

三 私は、本誓約書及び役員名簿等が研究所から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同

意します。 

 

四 私が要領第２（１）に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を

徴し、当該誓約書を研究所に提出します。 

 

五 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると研究所が大阪府又は大阪府

警察本部から通報を受け、又は研究所の調査により判明し、研究所から下請契約等の解除又は二

次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。 

 

 

地方独立行政法人大阪産業技術研究所理事長 様 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

・所在地 

 

・事業者名 

 

・代表者                 印 
（契約書に押印する印鑑と同一印） 

・代表者の生年月日          年  月  日 

  



（下請用）                                    

 

事 業 名：                                  

 

契約の相手方：                                 

 

誓 約 書 
 

私は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所（以下「研究所」という。）が大阪府暴力団排除条

例の趣旨に則り、地方独立行政法人大阪産業技術研究所発注工事等に係る暴力団排除等手続要領

（以下「要領」という。）に基づき、研究所が発注する工事等（以下「研究所発注工事等」とい

う。）により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約

から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。 

 

記 

 

一 私は、研究所発注工事等を受注するに際して、大阪府暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲

げる者のいずれにも該当しません。 

 

二 私は、研究所から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

三 私は、本誓約書及び役員名簿等が研究所から大阪府及び大阪府警察本部に提供されることに同

意します。 

 

四 私が要領第２（１）に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を

徴し、当該誓約書を研究所に提出します。 

 

五 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると研究所が大阪府又は大阪府

警察本部から通報を受け、又は研究所の調査により判明し、研究所から下請契約等の解除又は二

次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。 

 

 

地方独立行政法人大阪産業技術研究所理事長 様 

 

 

令和 年 月 日 

 

・所在地 

 

・事業者名 

 

・代表者                 印 
（契約書に押印する印鑑と同一印） 

・代表者の生年月日          年  月  日 
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